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）

国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
八
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
国
際
刑
事
裁
判
所
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程
（
以
下
「
規
程
」
と
い
う

）
が
定
め
る
集
団
殺
害
犯
罪
そ
の
他

。

の
国
際
社
会
全
体
の
関
心
事
で
あ
る
最
も
重
大
な
犯
罪
に
つ
い
て
、
国
際
刑
事
裁
判
所
の
捜
査
、
裁
判
及
び
刑
の
執
行
等
に
つ

い
て
の
必
要
な
協
力
に
関
す
る
手
続
を
定
め
る
と
と
も
に
、
国
際
刑
事
裁
判
所
の
運
営
を
害
す
る
行
為
に
つ
い
て
の
罰
則
を
定

め
る
も
の
で
あ
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
際
刑
事
裁
判
所
か
ら
の
協
力
の
請
求
の
受
理
、
国
際
刑
事
裁
判
所
と
の
協
議
、
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
証
拠
の
送

付
等
の
事
務
は
、
外
務
大
臣
が
行
う
。
外
務
大
臣
は
、
国
際
刑
事
裁
判
所
か
ら
協
力
の
請
求
を
受
理
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を

法
務
大
臣
に
送
付
す
る
。

二
、
法
務
大
臣
は
、
外
務
大
臣
か
ら
証
拠
の
提
供
に
係
る
協
力
の
請
求
に
関
す
る
書
面
の
送
付
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
一

定
の
事
由
に
該
当
し
な
い
と
き
は
、
相
当
と
認
め
る
地
方
検
察
庁
の
検
事
正
に
対
し
、
関
係
書
類
を
送
付
し
て
、
証
拠
の
提

供
に
係
る
協
力
に
必
要
な
証
拠
の
収
集
を
命
ず
る
こ
と
等
の
措
置
を
と
る
。

三
、
法
務
大
臣
は
、
外
務
大
臣
か
ら
裁
判
上
の
証
拠
調
べ
又
は
書
類
の
送
達
に
係
る
協
力
の
請
求
に
関
す
る
書
面
の
送
付
を
受
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け
た
場
合
に
お
い
て
、
一
定
の
事
由
に
該
当
し
な
い
と
き
は
、
相
当
と
認
め
る
地
方
裁
判
所
に
対
し
、
当
該
協
力
の
請
求
に

関
す
る
書
面
を
送
付
す
る
。
当
該
地
方
裁
判
所
は
、
法
務
大
臣
に
対
し
、
裁
判
上
の
証
拠
調
べ
に
よ
り
得
ら
れ
た
証
拠
を
送

付
し
、
又
は
書
類
の
送
達
の
結
果
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
法
務
大
臣
は
、
外
務
大
臣
か
ら
受
刑
者
証
人
等
移
送
に
係
る
協
力
の
請
求
に
関
す
る
書
面
の
送
付
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
、
一
定
の
事
由
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
当
該
請
求
に
応
ず
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
三
十
日
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
国
内
受
刑
者
を
移
送
す
る
期
間
を
定
め
て
、
当
該
受
刑
者
証
人
等
移
送
の
決
定
を
す
る
。

五
、
引
渡
犯
罪
人
の
引
渡
し
に
つ
い
て
は
、
引
渡
犯
罪
が
重
大
犯
罪
で
あ
る
場
合
に
は
、
引
渡
犯
罪
に
係
る
事
件
が
日
本
国
の

裁
判
所
に
係
属
す
る
と
き
、
引
渡
犯
罪
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
日
本
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
確
定
判
決
を
経
た
と
き
等
の
一

定
の
事
由
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
引
渡
犯
罪
が
国
際
刑
事
裁
判
の
運
営
に
対
す

る
犯
罪
で
あ
る
場
合
に
は
、
引
渡
犯
罪
人
が
日
本
国
民
で
あ
る
と
き
等
の
一
定
の
事
由
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

六
、
法
務
大
臣
は
、
外
務
大
臣
か
ら
引
渡
犯
罪
人
の
引
渡
し
に
係
る
協
力
の
請
求
に
関
す
る
書
面
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、

一
定
の
事
由
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
対
し
、
関
係
書
類
を
送
付
し
て
、
引
渡
犯
罪
人
を
引
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き
渡
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
東
京
高
等
裁
判
所
に
審
査
の
請
求
を
す
べ
き
旨
を
命
ず
る
。

法
務
大
臣
は
、
東
京
高
等
裁
判
所
に
お
い
て
、
引
渡
犯
罪
人
を
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
る
旨
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い

て
、
一
定
の
事
由
に
該
当
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
東
京
高
等
検
察
庁
検
事
長
に
対
し
引
渡
犯
罪
人
の
引
渡
し
を
命
ず
る

と
と
も
に
、
引
渡
犯
罪
人
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
、
法
務
大
臣
は
、
外
務
大
臣
か
ら
執
行
協
力
の
請
求
に
関
す
る
書
面
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
一
定
の
事
由
に
該
当
す
る

場
合
を
除
き
、
相
当
と
認
め
る
地
方
検
察
庁
の
検
事
正
に
対
し
、
関
係
書
類
を
送
付
し
て
、
執
行
協
力
に
必
要
な
措
置
を
と

る
よ
う
命
ず
る
。

八
、
外
務
大
臣
は
、
国
際
刑
事
裁
判
所
か
ら
通
過
護
送
の
承
認
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
請
求
の
方
式
が
規
程
に
適
合
し
な

い
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
を
承
認
す
る
。

九
、
国
家
公
安
委
員
会
は
、
国
際
刑
事
裁
判
所
か
ら
国
際
刑
事
警
察
機
構
を
通
じ
て
管
轄
刑
事
事
件
の
捜
査
に
関
す
る
措
置
の

請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
一
定
の
事
由
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
相
当
と
認
め
る
都
道
府
県
警
察
に
必
要
な
調
査
を
指
示

す
る
こ
と
等
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
、
国
際
刑
事
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る
事
件
に
関
す
る
証
拠
隠
滅
等
、
証
人
等
威
迫
及
び
証
人
等
買
収
、
国
際
刑
事
裁
判
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所
の
職
員
の
職
務
に
関
す
る
贈
収
賄
な
ど
の
国
際
刑
事
裁
判
所
の
運
営
を
害
す
る
行
為
に
つ
い
て
の
罰
則
を
整
備
す
る
。

十
一
、
こ
の
法
律
は
、
規
程
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


